
令和８年度福岡県中小企業成長投資・賃上げ応援補助金

中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小

企業者又は中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規

定する組合、一般社団法人又は一般財団法人であって、地域中小企業の

振興を図る事業の実施主体として適当と認められる法人のうち、補助要

件を満たす者とする。

補助金額

申請期間
令和８年６月９日（火）から令和９年２月５日（金）まで

※午前９時から午後５時まで（土曜、日曜、祝日等の閉庁日は除く）

お問い合わせ先 福岡県商工部観光局観光振興課観光地域づくり係 静岡、長野
TEL：092-643-3446 FAX：092-643-3431
E-mail：chiikidukuri@pref.fukuoka.lg.jp

補助対象者

 万葉歌碑による県内周遊促進事業補助金の交付決定を受けた者

 補助事業終了までに事業場内最低賃金を時間給換算で３０円以上引き

上げること

万葉歌碑による県内周遊促進事業の補助対象経費に対して、補助率を

２／３又は３／４に置き換えて算出した額から、交付決定を受けた万葉

歌碑による県内周遊促進事業補助金の補助額を除いた額（千円未満

は切り捨てとする）

補助要件

事業所内最低賃金
引上げ額

30円以上60円未満
の賃金引上げ

60円以上
の賃金引上げ

補助上限額 33万３千円 50万円

補助率 2/3 3/4

申請方法

提出物：交付申請書、事業場内最低賃金を時間給換算で30円以上引き上

げる旨の計画書及び当該計画書の根拠資料（賃金台帳の写し）

補助金（※）

交付決定

※万葉歌碑による県内周遊促進事業補助金

申請書類
提出

審査
承認通知
（書面）


